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「外国人労働者の労務管理、安全衛生対策等について」
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１ 佐賀労働局管内・全国の外国人技能実習生の
実習実施者に対する監督指導等の状況について
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２ 外国人労働者の労務管理、
安全衛生対策について

説明内容



１ 佐賀労働局管内・全国の外国人技能実習生の
実習実施者に対する監督指導等の状況について
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令和６年（１月～12月）に佐賀労働局管内の労働基準監督署において実習実施者に対
して116件の監督指導を実施し、その（62.9％）に当たる73事業場で労働基準関係法令
違反が認められた。

佐賀労働局管内における監督指導の状況（過去５年間の推移）

＜注１＞違反は実習実施者に認められたものであり、日本人労働者に係る違反も含まれる。
3＜注２＞令和７年実績については、10月目処に公表

87 85 
92 

139 

116 

68 
60 

64 

97 

73 

78.2%

70.6%
69.6% 69.8%

62.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

監督指導実施事業場数 違反事業場数 違反率事業場数 違反率



主な違反事項は①使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準（18.7％）、
②割増賃金の支払（16.5％）、③賃金の支払（9.4％）の明示順に多かった。

佐賀労働局管内における令和６年の監督指導の状況【主な違反事項】

＜注＞違反事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各違反事項の件数の合計と違反事業場数とは一致しない。
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休業４日以上の労働災害は、令和３年から４年間は10件前後で推移していたが、
令和７年は18件と大幅に増加している。

佐賀労働局管内における外国人技能実習生の労働災害発生状況
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佐賀労働局管内における令和７年の監督指導事例
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技能実習生に係る労働災害発生を契機とした事案

事例１

＜概 要＞
缶詰製造工程において、缶詰の蓋が散乱し、次の工程の機械に入り込んだ

ため取り除こうとしたところ、指が機械の可動部と接触し骨折したもの。

＜指導内容＞
機械の掃除、調整（異物の除去等）の作業の際は、機械を停止するよう指

導。

＜再発防止対策＞
非定常作業の場合も、作業手順書を作成すること。
外国人労働者（技能実習生）にも理解できるよう、母国語または平易な日

本語を用いる等理解できるようにすること。

安全衛生関係



佐賀労働局管内における令和７年の監督指導事例
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賃金不払い等について指導
事例２

＜概 要＞
技能実習生の賃金額が佐賀県最低賃金額以下となっていたもの。

＜指導内容＞
佐賀県最低賃金額以上の賃金を支払うよう指導。割増賃金についても最低賃

金額以下の賃金がベースとなっていたため、追給するよう指導。

＜発生状況＞
技能実習生の賃金が月給制であったが、時間額換算すると佐賀県最低賃金額

以下であった。

＜再発防止対策＞
月給制の場合は、時間額に換算して確認すること。
最低賃金額が改正された場合、充足しているか確認すること。

労働基準関係



全国における監督指導等の状況（過去５年間の推移）
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全国における監督指導の状況（過去５年間の推移）



全国における令和３年の監督指導等の状況
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令和６年 全国における監督指導の状況【主な違反事項】



全国における令和３年の外国人労働者の労働災害発生状況
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令和６年 全国の外国人労働者の労働災害発生状況

製造業が全体の①47.7％を占めており、続いて建設業が②18.6％占めている。
在留資格別では、①身分に基づく在留資格（36.6％）②技能実習（30.0％）



全国における令和３年の外国人労働者の労働災害発生状況
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令和６年 全国における外国人労働者の労働災害発生状況

事故の型別は①「はさまれ・巻き込まれ（23.1％）」、②「転倒（12.8％）」、
③「動作の反動、無理な動作（12.1％）」の順に多くなっている。



２ 外国人労働者の労務管理、安全衛生対策について
（外国人雇用管理指針等）
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外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できる
よう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があ
ります。
外国人雇用のルールに関するパンフレット等もご活用いただきながら、内容をご

理解した上で、適正な外国人雇用をお願いいたします。

労務管理・安全衛生対策について

外国人を雇用する場合には、
① 外国人の雇入れ、離職の際に、
その氏名、在留資格などのハ
ローワークへ届出

② 「外国人労働者の雇用管理の改
善等に関して事業主が適切に対
処するための指針」（外国人雇
用管理指針）に沿った、職場環
境の改善や再就職支援の取組

が必要となります。

以下、外国人雇用管理指針につい
て説明します。
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この指針は、外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境が
確保されるよう、事業主が行うべき事項について定めています。

労務管理・安全衛生対策について

◆指針の主な内容◆

◆指針の基本的な考え方◆

募集・採用時において

 労働関係法令及び社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されることから、事業主はこれらを遵守
すること。

 外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲内で、能力を発揮しつつ就労でき
るよう、この指針で定める事項について、必要な措置を講ずること。

適正な人事管理について

法令の適用について
国籍で差別しない公平な採用選考を行いましょう。
日本国籍でないこと、外国人であることのみを理由に、求

人者が採用面接などへの応募を拒否することは、公平な採用
選考の観点から適切ではありません。

労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険
関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。
また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。

労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働要件
について明示することが必要です。その際、母国語等により
外国人が理解できる方法で明示するよう努めましょう。
賃金の支払い、労働時間管理、安全衛生の確保等について
は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等に従って適
切に対応しましょう。
人事管理に当たっては、職場で求められる資質、能力等の
社会像の明確化、評価・賃金決定、配置等の運用の透明性・
公正性を確保し、職場の整備に努めましょう。

解雇等の予防及び再就職援助ついて
労働契約法に基づき解雇や雇止めが認められない場合があ

ります。
安易な解雇等を行わないようにするほか、やむを得ず解雇

等を行う場合には、再就職希望者に対して在留資格に応じた
再就職が可能となるよう必要な援助を行うよう努めましょう。
なお、業務上の負傷や疾病の療養期間中の解雇や、妊娠や

出産等を理由とした解雇は禁止されています。
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労務管理・安全衛生対策について

●適正な労働条件の確保
• 労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをして
はならないこと。１ 均等待遇

• 労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等の主要な労働条件について、書面の交付等により明
示すること。その際、外国人労働者が理解できる方法により明示するよう努めること。【※】２ 労働条件の明示

• 最低賃金額以上の賃金を支払うとともに、基本給、割増賃金等の賃金を全額支払うこと。
• 居住費等を賃金から控除等する場合、労使協定が必要であること。また、控除額は実費を勘案
し、不当な額とならないようにすること。

３ 賃金の支払い

• 法定労働時間の遵守等、適正な労働時間の管理を行うとともに、時間外・休日労働の削減に努
めること。

• 労働時間の状況の把握に当たっては、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他適切な
方法によるものとすること。

• 労働基準法等の定めるところにより、年次有給休暇を与えるとともに、時季指定により与える
場合には、外国人労働者の意見を聴き、尊重するよう努めること。

４ 適正な労働時間の
管理等

• 労働基準法等の定めるところにより、その内容、就業規則、労使協定等について周知を行うこ
と。その際には、外国人労働者の理解を促進するため必要は配慮をするよう努めること。
【※】

５ 労働基準法等の周知

• 労働者名簿、賃金台帳及び年次有給休暇簿を調製すること。６ 労働者名簿等の調整

• 外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにすること。また、退職の際には、当該
労働者の権利に属する金品を返還すること。７ 金品の返還等

• 事業附属寄宿舎に寄宿させる場合、労働者の健康の保持等に必要な措置を講ずること。８ 寄宿舎

• 外国人労働者についても、短時間・有期雇用労働法又は労働者派遣法に定める、正規雇用労働
者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差や差別的取扱いの禁止に関する規定を遵守する
こと。

• 外国人労働者から求めがあった場合、通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由等について
説明すること。【※】

９ 雇用形態又は就業
形態に関わらない
公正な待遇の確保
（令和２年４月１日より適用）
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労務管理・安全衛生対策について

労働基準法第24条第１項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。（

中略）また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数
で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があ
る場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
●法令に別段の定めがある場合
給与所得に対する所得税等 所得税法、地方税法
保険料の控除を認める 健康保険法、厚生年金保険法 など

●労使の書面協定例

参考
相模原労働基準監督署作成



労務管理・安全衛生対策について

●安全衛生の確保
• 安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により
行うこと。特に使用させる機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法等が確
実に理解されるよう留意すること。

１ 安全衛生教育の実施

• 外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な
日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること。

２ 労働災害防止のための
日本語教育等の実施

• 事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外
国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。

３ 労働災害防止に関する
標識、掲示等

• 労働安全衛生法等の定めるところにより、健康診断、面接指導、ストレスチェックを実施する
こと。【※】４ 健康診断の実施等

• 産業医、衛生管理者等による健康指導及び健康相談を行うよう努めること。５ 健康指導及び健康相談
の実施

• 女性である外国人労働者に対し、産前産後休業、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置等、
必要な措置を講じること。

６ 母性保護等に関する
措置の実施

• 労働安全衛生法等の定めるところにより、その内容について周知を行うこと。その際には、外
国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めること。【※】

７ 労働安全衛生法等の
周知

【※】の事項については、母国語その他当該外国人が使用する言語又は平易な日本語等を用いる等、理解できる方法により明示するよう努める必要があります。 17





 日本国内で雇用される労働者には、国籍にかかわらず日本の法律が適用
されます。

 一般的に、外国人労働者は日本に労働慣行や日本語に習熟していないた
め、労働災害防止のため、適切な工夫を施して、作業手順や安全のため
のルールをしっかりと理解してもらいましょう。

 外国人労働者に、在留資格の範囲内で能力を発揮してもらうには、相互
理解のもとに、円滑なコミュニケーションを図り、安心・安全な職場環
境づくりが重要です。
労働基準関係（参考情報）

外国人労働者への安全
衛生教育の教材などを
掲載しています。

外国人労働者
の安全衛生対
策について

就業規則をめぐるトラ
ブル防止のためご活用
ください。（英語、中
国語、ポルトガル語、
ベトナム語）

外国語版モデル
就業規則

労働条件をめぐるトラ
ブル防止のためご活用
ください。
（英語、中国語、韓国
語、ポルトガル語、ス
ペイン語、タガログ語、
インドネシア語、ベト
ナム語等）

外国人労働者
向けモデル労
働条件通知書

外国人労働者の労働条件、安全衛生対策について、ご不明点やお悩みの事
項等がございましたら、まずは労働局労働基準部又は最寄りの労働基準監督署
までご相談ください。
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労務管理・安全衛生対策について


